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第２章　子どもと子育て家庭を取り巻く状況

１　わが国における少子化の状況

⑴　少子化の現状
厚生労働省の「人口動態統計」によると、図1－1のとおり、わが国の出生
数は、平成元年以降でみますと、120万人前後で推移していたものが、平成28
年には100万人を割り込み、平成29年は94万6,146人となっています。
また、１人の女性が生涯に出産する子どもの数の平均を示す合計特殊出生
率※は、昭和50年に2.0を下回り、50年代後半を除いて低下傾向が続いていま
したが、平成18年から微増に転じ、平成27年からは、ほぼ横ばいで推移して
おり、平成29年は1.43となっています。
しかしながら、現在の人口を維持する水準とされる2.07前後を大きく下回
る状況が続いており、主な国（アメリカ、フランス、スウェーデン、英国等）
と比較しても、低い水準にとどまっています。
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（図1－1） 出生数及び合計特殊出生率

資料：厚生労働省「人口動態統計」

※�合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が、仮
にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子どもの数のこと
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少子化は、経済面で成長の制約要因であるとともに、地域・社会の担い手
の減少や現役世代の負担増加など、深刻な影響を及ぼすことが懸念されてい
ます。

⑵　少子化の原因と背景
少子化の原因は、多くの事象が複雑にからみ合っているため、それを特定
することは困難ですが、その原因の一つに未婚化・晩婚化の進行が考えられ
ます。
総務省の「国勢調査」によると、図1－2のとおり、25 〜 29歳の未婚率は、
女性で平成２年の40.4% が平成27年には61.0%、男性で平成２年の65.1% が平
成27年には72.5%、30 〜 34歳の未婚率は、女性で平成２年の13.9% が平成27
年には33.7%、男性で平成２年の32.8% が平成27年には46.5% とそれぞれ上昇
しています。
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（図1－2） 男女年齢別未婚率の推移

資料：国勢調査
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また、厚生労働省の「人口動態統計」によると、図1－3のとおり、平均初
婚年齢は、女性で平成２年の25.9歳が平成29年には29.4歳、男性で平成２年の
28.4歳が平成29年には31.1歳とそれぞれ上昇しています。

国立社会保障・人口問題研究所が平成27年６月に行った「出生動向基本調
査（結婚と出産に関する全国調査）」の中で、若者たちの結婚離れについて、
○�いずれは結婚しようと考える未婚者の割合は、依然として高い水準にあ
り、18 〜 34歳の男性では85.7％、同女性では89.3％である。一方、「一生結
婚するつもりはない」と答える未婚者の微増傾向は続いており、男性では
12.0％、女性では8.0％となっている。
○�一年以内に結婚する意思のある未婚者の割合は、全調査期間を通じて、女
性の方が男性よりも高い。前回調査と比べると、男性ではすべての年齢層
で微増し、18〜 34歳では45.5％となった。女性では20代後半のみで微増した。
○�独身生活の利点は、男女ともに「行動や生き方が自由」を挙げる人が圧倒
的に多く、男性では69.7％、女性では75.5％であった。それ以外では「金銭
的に裕福」、「家族扶養の責任がなく気楽」、「広い友人関係を保ちやすい」
が比較的多い。これらの傾向は1987年の調査以降ほとんど変わっておらず、
結婚すると行動や生き方、金銭、友人関係などが束縛されるという未婚者
の感じ方は根強い。ただし女性では、友人関係が束縛されるという意識は
弱まってきている。
○�現在、独身にとどまっている理由について、25歳未満の若い年齢層では、「ま
だ必要性を感じない」など、結婚をするための積極的な動機がないことが
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（図1－3） 夫婦の平均初婚年齢の推移

資料：厚生労働省「人口動態統計」
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多く挙げられている。一方、25 〜 34歳の年齢層では、「適当な相手にまだ
めぐり会わない」などの結婚の条件が整わないことを半数程度の者が挙げ
ているが、この年齢層でも「自由さや気楽さを失いたくない」、「まだ必要
性を感じない」と考える未婚者は多い。
といった調査結果を報告しています。

このほか、妻の年齢別の平均出生子ども数の推移をみると、図1－4にある
とおり、40 〜 44歳の年齢層は減少傾向にありますが、30 〜 34歳では平成22
年から平成27年にかけて増加しています。20 〜 29歳では、平成９年以降増加
傾向にありますが、平成22年から平成27年にかけては、25 〜 29歳でほぼ横ば
いとなり、20 〜 24歳では減少しています。
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（図1－4） 妻の年齢別にみた、平均出生子ども数の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」



第
２
章

⑶　国の動き
国においては、次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するため、平成15
年７月に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、地方公共団体及び事業主
が行動計画を策定することを通じて、次世代育成支援対策の推進を図ってき
ましたが、この取組をさらに充実するために、平成26年４月の法改正により、
同法の有効期限が10年間延長されました。
しかしながら、我が国では、出生率の低下に伴い少子化が進んでおり、子
どもや子育てをめぐる環境は厳しく、核家族化や地域のつながりの希薄化に
より、子育てに不安や孤立感を覚える家庭も少なくありません。
また、保育所に子どもを預けたいと考えていても、希望する保育所が保育
士不足等により、受け入れが困難であることから、多くの待機児童が生じて
いることや、仕事と子育てを両立できる環境の整備が必ずしも十分でないこ
と等が問題となっており、そうした状況を前に、子どもが欲しいという希望
をかなえられない人も多くなっています。
これらの課題に対応するため、子ども・子育て関連３法に基づき平成27年4
月に本格施行された子ども・子育て支援新制度の実施により、全ての子ども
が健やかに成長できる社会の実現に向けて、幼児期の学校教育、保育、地域
の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図り、子どもを生み育てや
すい環境の整備に取り組んでいます。
また、結婚や妊娠・出産・子育てに関する国民一人一人の希望がかなう社
会を実現するため、平成27年３月に決定された「少子化社会対策大綱」や平
成28年６月に決定された「ニッポン一億総活躍プラン」などに基づき、長時
間労働の是正や同一労働同一賃金の実現等の働き方改革、待機児童解消に向
けた保育の受け皿整備などの施策に取り組んでいます。
特に、子育て世代への経済的支援については、平成29年12月に決定された
「新しい経済政策パッケージ」により、これまで段階的に進めてきた幼児教
育の無償化について一気に進めるなど、子育て世代、子どもたちに大胆に政
策資源を投入することとしています。
さらに、昨今の虐待相談件数の増加や、相次ぎ発生する児童虐待による痛
ましい事件を踏まえ、令和２年度から児童虐待防止対策の強化を図るための
児童福祉法等の一部を改正する法律が施行され、児童の権利擁護、児童相談
所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置を講じることとして
います。
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２ 本市における状況

⑴　少子化の現状

①　人口の推移
平成30年10月１日現在の鹿児島市の人口は597,193人です。平成27年の国
勢調査の結果によると、本市の人口は599,814人で、人口規模では全国で23
番目、中核市で２番目の都市になっています。
本市の人口の推移をみると、表2－1（図2－1）のとおり、平成25年の
607,604人をピークに、人口が減少しており、平成27年以降は、60万人を下
回っています。
一方、鹿児島県の人口は、平成２年以降減少傾向が続いており、平成
27年国勢調査では、1,648,177人で、県全体における本市の人口割合では、
36.4% と県人口の３割以上を占めており、年々割合が増加しています。

総数 男 女

平成2 536,752 252,127 284,625 ― ― 第15回国勢調査

3 536,895 251,648 285,247 143 0.0

4 537,775 251,691 286,084 880 0.2

5 539,911 252,677 287,234 2,136 0.4

6 542,932 254,110 288,822 3,021 0.6

7 546,282 255,999 290,283 3,350 0.6 第16回国勢調査

8 548,392 256,932 291,460 2,110 0.4

9 549,977 257,543 292,434 1,585 0.3

10 550,557 257,646 292,911 580 0.1

11 550,815 257,766 293,049 258 0.0

12 552,098 258,135 293,963 1,283 0.2 第17回国勢調査

13 552,817 258,320 294,497 719 0.1

14 554,007 258,805 295,202 1,190 0.2

15 555,116 259,173 295,943 1,109 0.2

16 605,308 282,542 322,766 50,192 9.0 編入合併（11月1日）　新市発足

平17 604,367 281,389 322,978 △ 941 △ 0.2 第18回国勢調査

18 604,480 281,180 323,300 113 0.0

19 604,571 280,827 323,744 91 0.0

20 604,619 280,519 324,100 48 0.0

21 605,424 280,878 324,546 805 0.1

22 605,846 281,133 324,713 422 0.1 第19回国勢調査

23 606,890 281,325 325,565 1,044 0.2

24 607,203 281,195 326,008 313 0.1

25 607,604 281,456 326,148 401 0.1

26 606,750 281,012 325,738 △ 854 △ 0.1

27 599,814 279,108 320,706 △ 6,936 △ 1.1 第20回国勢調査

28 599,136 278,876 320,260 △ 678 △ 0.1

29 597,932 278,319 319,613 △ 1,204 △ 0.2

30 597,193 278,012 319,181 △ 739 △ 0.1

注１）10月1日現在の推計人口。ただし、国勢調査年次については、国勢調査人口を記載。

注２）平成16年は、平成16年11月1日現在の推計人口。

資料：国勢調査、市推計人口

年次
人口

増減 増加率（％） 備考
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（表2－1） 人口の推移

※この計画における市町村合併（H16.11.1）以前の数値は、旧鹿児島市の統計データを使用
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②　人口ピラミッド
平成27年国勢調査における５歳階級ごとの人口ピラミッドは、図2－2の
とおりです。昭和20年代前半と昭和40年代後半のベビーブームの時期に出
生数が多かったことを反映し、人口構成としては２つのピークを形成して
おり、本市の人口ピラミッドの形態は、２段階の膨らみをもった「ひょう
たん型」に近い形となっています。
また、19歳以下の人口は階級ごとに減少しており、将来、親となる世代
の全体数が減少していくことから、一層の少子化が懸念されます。

１００以上

９５～９９

９０～９４

８５～８９

８０～８４

７５～７９

７０～７４

６５～６９

６０～６４

５５～５９

５０～５４

４５～４９

４０～４４

３５～３９

３０～３４

２５～２９

２０～２４

１５～１９

１０～１４

５～９

０～４13,241

13,931

14,329

15,635

13,150

13,056

15,884

18,360

19,421

16,853

16,712

18,377

21,099

20,354

14,374

10,972

8,395

4,728

1,582

304

42

05,00010,00015,00020,00025,000

（人）

男

279,108人

（年齢不詳：8,309人）

12,725

13,186

13,553

15,144

15,338

16,102

18,592

20,540

21,458

19,815

19,589

20,810

22,821

22,077

16,840

14,857

13,807

9,969

5,205

1,528

266

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

（人）

女

320,706人

（年齢不詳：6,484人）

9 10

536,752 546,282 552,098

604,367 605,846 607,604 599,814 597,193

252,127 255,999 258,135 281,389 281,133 281,456 279,108 278,012

284,625 290,283 293,963
322,978 324,713 326,148 320,706 319,181

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

平成2年 7 12 17 22 25 27 30

人口

男

女

（人）

（図2－1） 人口の推移

※資料等については、表2-1に同じ

（図2－2） ５歳階級別人口ピラミッド

資料：国勢調査
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③　年齢別人口
　国勢調査によると、年少人口（15歳未満）は、表2－2のとおり、平成２
年に109,433人であったものが、平成27年では80,965人と28,468人減少し、総
人口に占める割合で20.4% が13.8% と6.6ポイント減少しており、年々減少傾
向にあります。
　一方、老年人口（65歳以上）は、平成２年に59,004人であったものが、平
成27年では145,300人と86,296人増加し、総人口に占める割合で11.0% が
24.8% と13.8ポイント増加しており、少子高齢化が進行していることがうか
がえます。

人口 割合（％） 人口 割合（％） 人口 割合（％）

平成２年 109,433 20.4 367,197 68.4 59,004 11.0 536,752

７年 97,851 17.9 375,257 68.7 73,160 13.4 546,282

１２年 86,269 15.6 377,347 68.3 88,475 16.0 552,098

１２年（組替） 94,234 15.7 407,852 67.8 99,597 16.6 601,693

１７年 87,591 14.5 403,208 66.7 113,505 18.8 604,367

２２年 84,416 14.1 388,674 64.7 127,446 21.2 605,846

２７年 80,965 13.8 358,756 61.3 145,300 24.8 599,814

総人口
年少人口 生産年齢人口 老年人口

 
注１）区分別人口割合は総人口から「不詳」を除いて算出 

 

資料：国勢調査 

9 10

（表2－2） 年齢3区分別人口

（図2－3） 年齢3区分別人口の推移

資料：国勢調査資料：国勢調査

資料：国勢調査

注１）区分別人口割合は総人口から「不詳」を除いて算出
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④　出生数及び合計特殊出生率
本市において、出生数は図2－4のとおり、平成17年の5,374人が平成29年
には5,265人に、合計特殊出生率は、平成17年の1.25が平成29年には1.45と、
近年微増傾向にありますが、国の状況と同様に低い水準であり、少子化が
進行している状況です。

平成２

年
７年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年

出生数（市） 6,036 5,386 5,396 5,347 5,292 5,296 5,282 5,374 5,598 5,740 5,882 5,751 5,853 5,832 5,765 5,647 5,493 5,526 5,474 5,265

市 1.50 1.36 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.25 1.30 1.35 1.39 1.38 1.42 1.43 1.43 1.42 1.42 1.52 1.47 1.45

県 1.73 1.62 1.58 1.53 1.52 1.49 1.46 1.49 1.51 1.54 1.59 1.56 1.62 1.64 1.64 1.63 1.62 1.70 1.68 1.69

国 1.54 1.42 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43
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（図2－4） 本市の出生数及び国、県、市の合計特殊出生率

資料：かごしま市の保健と福祉



第
２
章

⑤　母親の年齢階級別出生数
母親の年齢別、年次別出生数は図2－5のとおりです。
平成元年以降における母親の５歳階級ごとの出生数は、平成15年までは
25 〜 29歳の出生数が最も多く、次いで30 〜 34歳の階級が続いていたものが、
平成20年以降はそれが逆転し、30 〜 34歳の出生数が最も多く、次いで25 〜
29歳の階級が続いています。
20 〜 24歳の階級では、平成元年に825人であったものが平成29年で455人
と減少し、構成比では13.3% が8.6% と4.7ポイント減少しています。
25 〜 29歳の階級では、平成元年に2,860人であったものが、平成29年では
1,412人と減少し、構成比では、46.0% が26.8% と19.2ポイント減少しています。
35〜 39歳の階級では、平成元年に476人であったものが平成29年では1,195

人と増加し、構成比も7.7% が22.7% と15.0ポイント増加しています。

平成元年 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年

不詳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５０歳以上 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

４５～４９歳 1 2 0 2 3 5 7 8 9 3

４０～４４歳 51 73 83 93 130 217 220 248 273 280

３５～３９歳 476 544 633 693 996 1,194 1,183 1,218 1,190 1,195

３０～３４歳 1,953 2,009 1,821 1,832 2,136 2,073 1,993 2,027 1,977 1,870

２５～２９歳 2,860 2,380 2,040 1,937 1,916 1,634 1,545 1,500 1,504 1,412

２０～２４歳 825 733 755 678 631 470 482 464 455 455

１５～１９歳 45 48 75 58 70 54 63 61 66 49

１５歳未満 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（人）

11 12

（図2－5） 母親の年齢階級・年次別出生数

資料：かごしま市の保健と福祉
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（人）

⑥　出生数に占める第３子以上の割合
図2－6のとおり、近年、第１子・第２子の出生数は減少傾向にあり、第
３子以上の出生数も、微減となっています。
出生数に占める第３子以上の割合は、平成17年に14.5％であったものが上
昇しており、平成29年は19.8％と国の16.7％と比較して3.1ポイント高くなっ
ています。

13 14

構成比

（図2－6） 年次別出生数における第３子以上の出生数とその割合

資料：かごしま市の保健と福祉

資料：厚生労働省人口動態統計、かごしま市の保健と福祉
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⑦　未婚率・初婚平均年齢の状況
男性、女性の未婚率は、図2－7のとおり、全国同様、男女ともに、上昇
傾向にあります。全国平均との比較では、男性は低く、女性は高くなって
います。
また、平均初婚年齢は、図2－8のとおり、男女ともに上昇傾向にあり、
晩婚化傾向にあるといえます。

13 14

（図2－7） 未婚率の推移
男性の未婚率 女性の未婚率

（図2－8） 男女の平均初婚年齢の年次推移

資料：国勢調査

資料：国勢調査
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⑵　将来人口推計
本市の住民基本台帳の人口を基にコーホート変化率法※により将来の人口
を推計した結果、本市の人口は、表2－3のとおり、平成31年４月１日現在で
602,359人であったものが、令和６年では592,467人となると思われます。
将来人口の推移をみると、総人口とともに、年少人口（０〜 14歳）及び

生産年齢人口（15 〜 64歳）は年々減少していく一方で、老齢人口（65歳以
上）は増加していくものと思われます。
年齢３区分でみると、まず、年少人口（０〜 14歳）は、令和元年に83,878

人であったものが、令和６年では80,619人、総人口に対する構成比では、令
和元年に13.9％であったものが、令和６年では13.6% と緩やかに減少してい
くと思われます。
次に、生産年齢人口（15 〜 64歳）は、令和元年に358,226人であったも
のが、令和６年では342,053人、構成比で令和元年に59.5% であったものが、
令和６年では57.7% と減少していくと思われます。
最後に、老齢人口（65歳以上）は、令和元年に160,255人であったものが、
令和６年では169,795人、構成比で令和元年に26.6% であったものが、令和
６年では28.7% に増加し、少子高齢化が進行していくと思われます。

平成30年
令和元年

（平成31年）
２年 ３年 ４年 ５年 ６年

603,733 602,359 601,441 599,403 597,668 595,591 592,467

 0～14歳 84,517 83,878 83,525 83,169 82,400 81,679 80,619

15～64歳 362,509 358,226 354,826 351,095 347,853 344,780 342,053

65歳以上 156,707 160,255 163,090 165,139 167,415 169,132 169,795

 0～14歳 14.0% 13.9% 13.9% 13.9% 13.8% 13.7% 13.6%

15～64歳 60.0% 59.5% 59.0% 58.6% 58.2% 57.9% 57.7%

65歳以上 26.0% 26.6% 27.1% 27.6% 28.0% 28.4% 28.7%

- -0.2% -0.2% -0.3% -0.3% -0.3% -0.5%

構
成
比

人口増加率

総人口

15 16

（表2－3） 将来人口の推移

※�コーホート変化率法：同年又は同期間に出生した集団（コーホート）について、過去における実績人口の動
勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。
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（図2－9） 将来人口の推移

（構成比）

資料：市こども政策課
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⑶　世帯の状況
①　世帯及び世帯人員の推移

平成27年10月１日現在の本市の世帯数は図2－10のとおり、270,269世帯で
あり、そのうち一般世帯が269,643世帯で、残りは施設等の世帯です。
また、一般世帯のうち、18歳未満親族のいる世帯は56,171世帯で一般世帯
の20.8％となっています。
世帯総数、一般世帯数の推移は、ともに増加傾向ですが、一般世帯の１
世帯当たりの人員は、平成2年に2.62人であったものが、平成27年には2.16と
減少してきています。

また、世帯人員分布をみると、表2－4のとおり、平成27年には１人世
帯が105,105世帯で一般世帯の39.0% と最も多く、４人以下の世帯が全体の
95.2% を占めています。

区分
一      般
世帯人員

世帯人員
１　　　人

２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上

平成２年 199,630 58,036 46,303 34,984 39,564 16,565 3,267 911
７年 214,680 68,447 53,057 37,178 37,032 15,288 2,946 732
１２年 228,638 78,874 59,468 39,541 34,838 12,963 2,362 592
１２年（組替） 246,494 82,549 65,110 42,853 37,933 14,552 2,761 736
１７年 254,694 88,232 69,958 44,780 36,298 12,409 2,408 609
２２年 264,093 96,554 74,559 45,320 34,190 10,986 1,930 554
２７年 269,643 105,105 76,741 43,478 31,357 10,493 1,945 524

区分
一般世帯

人員
世帯人員
１     人

２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上

平成２年 100% 29.1% 23.2% 17.5% 19.8% 8.3% 1.6% 0.5%
７年 100% 31.9% 24.7% 17.3% 17.2% 7.1% 1.4% 0.3%
１２年 100% 34.5% 26.0% 17.3% 15.2% 5.7% 1.0% 0.3%
１２年（組替） 100% 33.5% 26.4% 17.4% 15.4% 5.9% 1.1% 0.3%
１７年 100% 34.6% 27.5% 17.6% 14.3% 4.9% 0.9% 0.2%
２２年 100% 36.6% 28.2% 17.2% 12.9% 4.2% 0.7% 0.2%
２７年 100% 39.0% 28.5% 16.1% 11.6% 3.9% 0.7% 0.2%
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（人）（世帯）

世帯総数 一般世帯数 一般世帯当たりの人員

17 18

（図2－10） 一般世帯の推移

（表2－4） 世帯人員別一般世帯

構成比

資料：国勢調査

資料：国勢調査
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②　類型別の世帯数の推移
平成27年の一般世帯を家族類型別にみると、図2－11のとおり、世帯主
の親族関係にある世帯員のいる世帯（親族世帯）が、161,286世帯で、全体
の59.8% を占め、世帯主と親族関係にある者がいない世帯（非親族世帯）
が1,984世帯で0.7%、世帯人員が１人の世帯（単身世帯）が105,105世帯で、
39.0% となっています。
また、親族世帯のうち、核家族世帯は150,125世帯で一般世帯の55.7% を
占め、その他の親族世帯は、11,161世帯となっています。
家族類型別の世帯数の推移は、夫婦のみの世帯、ひとり親と子どもの世帯、
単身世帯がそれぞれ増加傾向にあり、夫婦と子どもの世帯が減少傾向に
あります。
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（図2－11） 家族類型別世帯数の推移

構成比

資料：国勢調査※平成22年以降は、総数に世帯の家庭類型「不詳」含む
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③　人口動態
表2－5のとおり、出生数は平成２年に6,103人であったものが、平成29年
では5,265人と減少しています。
一方、死亡数は、平成２年に3,046人であったものが、平成29年では6,035
人と増加しています。
この結果、出生数及び死亡数の関係である自然動態は、出生数の減少と
死亡数の増加により、平成２年に3,057人の増であったものが、平成29年で
は770人の減と減少に転じています。
次に、転入者数は、平成２年に31,204人であったものが、平成29年では
21,013人と減少しています。また、転出者数は、平成2年に33,930人であった
ものが、平成29年では21,443人と減少しています。
この結果、転入者数及び転出者数の関係である社会動態は、転入者数と
転出者数が近似していることから年により増減があります。
人口動態は、平成22年まで人口増となっていましたが、平成27年には、
減少に転じています。

（単位：人）

自然増減 出生 死亡 社会増減 転入 転出

平成2年 3,057 6,103 3,046 ▲ 2,726 31,204 33,930 331

7年 2,007 5,451 3,444 346 30,104 29,758 2,353

12年 1,695 5,427 3,732 ▲ 509 27,676 28,185 1,186

17年 608 5,437 4,829 140 26,331 26,191 748

22年 665 5,886 5,221 670 23,358 22,688 1,335

27年 △ 402 5,562 5,964 △ 456 22,087 22,543 △ 858

29年 △ 770 5,265 6,035 △ 430 21,013 21,443 △ 1,200

自然動態 社会動態
人口増減数

19 20

（表2－5） 人口動態の推移

資料：市市民課（毎月推計人口調査より）
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（図2－12） 人口動態の推移

資料：国勢調査
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④　就業状況
15歳以上の就業者数は、表2－6のとおり、平成27年では269,760人で、就
業率（15歳以上の人口に占める「就業者」の割合）は、56.1％となっていま
す。
男女別にみると、男性の就業者数は、平成22年に150,303人であったもの
が平成27年では141,929人と8,374人減少し、就業率も68.3% から65.4% へと2.9
ポイント減少しています。一方、女性の就業者数は、平成22年に129,427人
であったものが平成27年では127,831人と1,596人減少し、就業率も49.3% か
ら48.5% と0.8ポイント減少しています。
また、図2－13のとおり、女性の就業率は、平成22年と平成27年国勢調査
ともに、25 〜 29歳、及び45 〜 49歳をピークとするＭ字型を示していますが、
35 〜 39歳の就業率が6.0ポイント増加しているほか、ほとんどの年代で増加
しており、全体的に底上げされていると思われます。

2010年 2015年
（平成22年） （平成27年）

就業者数（人） 279,730 269,760 ▲ 9,970

就業率（％） 57.9 56.1 ▲ 1.8

就業者数（人） 150,303 141,929 ▲ 8,374

就業率（％） 68.3 65.4 ▲ 2.9

就業者数（人） 129,427 127,831 ▲ 1,596

就業率（％） 49.3 48.5 ▲ 0.8

男性（15歳以上）

女性（15歳以上）

区　　分 増　減

総数（15歳以上）

12.5

67.4

77.2
70.3 70.4 73.5 75.2 72.9

65.2

50.2

31.7

16.8

9.1
4.1

1.6

12.9

67.5
74.2

65.8 64.4
69.2

72.4
69.6
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29.5

16.9

9.4
5.4

2.3

0.0%
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60.0%

70.0%

80.0%
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20～
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25～
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35～
39歳

40～
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45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
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65～
69歳

70～
74歳

75～
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80～
84歳

85歳以上

27年
22年

21 22

（表2－6） 就労の状況

（図2－13） 女性の年齢階層別（5歳階級）の就業率
資料：国勢調査

資料：国勢調査
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⑤　育児休業等の状況
育児休業等については、国等を中心に育児・介護休業法に係る制度の普
及・定着の取組が進められています。このような制度は、子どもの養育を
支援するとともに、子どもを養育する労働者の雇用の継続の促進に寄与す
るものであり、子育てと仕事とを両立させる上で大きな役割を果たすもの
です。
少子高齢化が急速に進行する社会情勢のなかで、将来にわたって安定し
た労働力を確保し、未来を担う子ども達が健全に成長していくためには、
育児休業制度等の普及と定着を図り、育児等を行う男女労働者が制度を安
心して利用できる職場環境の整備がますます必要不可欠となっています。

ア．事業所における育児休業制度の導入状況
本市が平成30年度に実施した事業所に対する調査結果（対象1,000事
業所、回答509事業所）では、図2－14のとおり、育児休業制度の有無に
ついて、約７割の事業所が「就業規則などで定めている」と回答してい
ます。

72.3%

68.9%

72.9%

27.7%

31.1%

27.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 年度

27 年度

24 年度

就業規則などで定めている 特に定めていない

21 22

（図2－14） 育児休業制度の有無

資料：鹿児島市労働基本調査
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イ．育児休業の取得状況
育児休業の取得率は、平成30年度調査において、49.9％となっています。

ウ．年次有給休暇の取得状況
年次有給休暇の取得率について、平成24年度調査と比較すると、取得
率50％以上の事業所の割合が約１割から約５割に増加するなど、全体的
に取得率が向上しています。

49.9%

45.9%

50.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

30 年度

27 年度

24 年度

資料 ：鹿児島市労働基本調査

7.7%

38.3%

42.0%

23.7%

29.4%

33.7%

21.4%

14.7%

14.0%

26.5%

8.5%

4.1%

8.4%

3.9%

2.9%

12.2%

5.3%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30年度

27年度

24年度

10％未満 10％以上30％未満 30％以上50％未満

50％以上70％未満 70％以上90％未満 90％以上

資料 ：鹿児島市労働基本調査

23 24

（図2－15） 育児休業の取得状況

（図2－16） 年次有給休暇の各事業所における取得状況

資料：鹿児島市労働基本調査

資料：鹿児島市労働基本調査
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⑥　ひとり親家庭の状況
ア．母子及び父子世帯数の推移
表2－7の子どものいる世帯別の状況をみると、未婚、死別又は離別の
親と、その未婚の20歳未満の子どものみからなる母子世帯数、父子世帯
数は、それぞれ減少しております。６歳未満の子どものいる世帯の割
合は減少傾向にあり、平成27年は母子世帯で19.1％、父子世帯で7.1％と
なっています。１世帯当たりの子どもの数の平均は、母子世帯、父子世
帯ともに横ばいで推移しています。
表2－8の平成27年の配偶者別の内訳をみると、離別は、母子世帯6,317
世帯のうち4,964世帯で78.6％、父子世帯751世帯のうち480世帯で63.9％
と、最も多くなっています。年齢別でみると、母子世帯は40 〜 44歳、
父子世帯は45 〜 49歳が最も多く、母子世帯では次いで35 〜 39歳、45
〜 49歳の順となっています。

世帯数 構成比 世帯数 構成比

平成17年（※） 5,052 1.6 1,167 23.1 573 1.6 61 10.6

平成22年（※） 4,935 1.6 1,012 20.5 459 1.5 50 10.9

平成27年（※） 4,791 1.6 916 19.1 450 1.5 32 7.1

平成27年
（他の世帯員がいる世帯を含む）

6,317 1.5 1,320 20.9 751 1.5 88 11.7

総数
６歳未満の子どものいる世帯

母子世帯数 父子世帯数

６歳未満の子どものいる世帯
総数

１世帯当たりの

子どもの数

１世帯当たりの子

どもの数

総数 １５～１９歳 ２０～２４歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０～４４歳 ４５～４９歳 ５０～５４歳 ５５歳以上

母子世帯数 6,317 13 135 397 946 1,423 1,662 1,149 459 133
死別 348 0 1 3 17 40 85 98 78 26
離別 4,964 0 69 274 773 1,157 1,342 928 331 90
未婚 1,005 13 65 120 156 226 235 123 50 17

父子世帯数 751 3 3 28 66 102 177 187 106 79
死別 158 0 0 0 4 10 25 49 35 35
離別 480 0 0 21 38 73 124 125 59 40
未婚 113 3 3 7 24 19 28 13 12 4

23 24

（表2－7） 子どものいる世帯別母子及び父子世帯数

（表2－8） 年齢、配偶者関係別母子及び父子世帯数

（※）未婚、死別または離別の親と、その未婚の20歳未満の子どものみからなる一般世帯

資料：国勢調査（平成27年）
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イ．母子及び父子世帯の住居の状況
母子世帯では、民間の借家が45.7% と最も多く、次いで持ち家が
31.1％、公営の借家が16.8% となっています。
父子世帯では、持ち家が60.1% と最も多く、次いで民間の借家が
28.8%、公営の借家が7.1% となっています。

ウ．母子及び父子世帯の就業状況
母子世帯では、5,213世帯（就業率：82.5%）が就業しており、うち、
正規の職員等が2,352世帯（37.2％）、パート・アルバイト等が2,508世帯
（39.7％）となっています。
父子世帯では、672世帯（就業率：89.5%）が就業しており、う
ち、正規の職員等が452世帯（60.2％）、パート・アルバイト等が73世帯
（9.7％）となっています。
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82.5%
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89.5%

60.2%

9.7%

0%
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40%

60%
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100%

就業世帯 正規 パート・アル

バイト等

母子世帯
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25 26

（図2－17） 母子及び父子世帯の住居の状況

（図2－18） 母子及び父子世帯の就業の状況

資料：国勢調査（平成27年）

資料：国勢調査（平成27年）
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⑷　母子保健水準の状況
①　周産期死亡、新生児死亡及び乳児死亡の推移

妊娠満22週以後の死産数に、生後１週未満の乳児の死亡数を加えたもの
を周産期死亡といいます。周産期死亡の推移を図2－19に示していますが、
本市の周産期死亡率は、国より低率で推移し、増減を繰り返しながらも減
少傾向にあります。
また、新生児死亡（生後４週未満の死亡）の推移は、図2－20のとおりで
す。本市の新生児死亡率は、多少の変動はあるものの全体としては減少を
続けています。
乳児死亡（生後１年未満の死亡）の推移は、図2－21のとおりです。本市
の乳児死亡率は、平成７年頃までは減少傾向にあり、その後多少の変動は
あるものの全体としては減少を続けています。
このように、これまでの周産期医療体制の整備や母子保健対策の取組に
よって、周産期死亡、新生児死亡及び乳児死亡は着実に改善されており、
今後も高水準を維持させていくことが望まれます。
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（図2－19） 周産期死亡率の推移

資料：人口動態統計
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県の死亡率

国の死亡率

16 9 
3 

9 
4 

2 

7 
0 

2.7 

1.7 

0.6 

1.7 

0.7 

0.3 

1.3 

0.0 
0

20

40

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

平成２年 ７年 １２年 １７年 ２２年 ２４年 ２７年 ２９年

死亡数（人）出生千対

本市の死亡数

本市の死亡率

27 15 14 18 10 4 
15 

4 

4 .5 

2 .8 

2 .6 

3 .3 

1 .7 

0 .7 

2 .7 

0 .8 

0

20

40

60

80

0

2

4

6

平成２年 ７年 １２年 １７年 ２２年 ２４年 ２７年 ２９年

死亡数（人）出生千対

本市の死亡数

本市の死亡率

県の死亡率

国の死亡率

27 28

（図2－20） 新生児死亡の推移

（図2－21） 乳児死亡の推移

資料：人口動態統計

資料：人口動態統計
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②　低出生体重児の出生割合の推移
本市の全出生数に対する低出生体重児の出生割合は、図2－22のとおりで
す。本市では、国の平均を上回って推移し、上昇傾向が続いています。
低出生体重児の出生については、妊婦の年齢や体重、妊娠中の喫煙等が
関係していると指摘されており、母子保健指導の強化等の予防活動が必要
です。
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（図2－22） 低出生体重児の出生割合の推移

資料：人口動態統計
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③　10代の人工妊娠中絶の推移
10代の人工妊娠中絶の推移は、図2－23のとおりです。本市の10代の人工
妊娠中絶実施率は、県や国を上回って推移しています。
自分や相手の身体について正確な知識を身につけて、自分で判断し自ら
健康管理できるように、家庭、学校や地域における性教育や健康教育を充
実させることが望まれます。
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（図2－23） １０代の人工妊娠中絶の推移

資料：母体保護統計
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④　15 ～ 19歳の母親からの出生の推移
15 〜 19歳の母親による出生数を当該年齢女子総人口1,000人当たりの率に

置き換えた出生率の推移は、図2－24のとおりです。本市の15 〜 19歳の母
親による出生率は、平成２年以降増加傾向にありましたが、平成22年以降
は減少傾向で推移しています。　
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（図2－24） １５～１９歳の母親からの出生の推移

資料：人口動態統計
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⑸　主な子育て支援施策の状況
①　保育の提供状況

保育所は日々保護者の委託を受けて、保護者の就労等のため家庭で保育
が行えない児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。平成27年
４月の子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）の施行に伴い、
教育と保育を一体的に行う施設として、学校と児童福祉施設の位置づけを
持つ単一の施設である「幼保連携型認定こども園」と幼稚園に保育所機能
を設ける「幼稚園型認定こども園」など、子どもの年齢や保護者の就労状
況などに応じた保育サービスの受け皿が拡大しました。
新制度移行後の保育所・認定こども園の定員、入所児童数及び待機児童
数の推移を図2－25に、保育所・認定こども園数と一時預かり事業などの特
別保育の実施状況の推移を図2－26に示しています。
本市では、保育を必要とする保護者の需要への対応として、保育所等の
新設などによる定員増を行っているところですが、就学前児童数が減少し
ているにもかかわらず、共働き世帯の保育所等への申込者数が増加し、保
育ニーズが年々高まっており、待機児童が発生している状況にあります。
また、午後６時以降の延長保育、日曜・祝日に保育を行う休日保育の実
施など、保護者の就労状況に応じた保育サービスの提供を行うとともに、
一時的に保育の必要な保護者に対応する一時預かり事業や、保育所等の入
所児童等が病気の回復期にあり、家庭で保育ができない場合に一時的に施
設で預かる病児・病後児保育事業など、多様な保育サービスの拡充を図っ
ています。

31 32
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（図2－25） 保育所等の定員、入所児童数及び待機児童数（各年度4月1日現在）

（図2－26） 保育所等総数と特別保育等の実施保育所数（各年度3月1日現在）

資料：鹿児島市保育所統計

資料：鹿児島市保育所統計
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②　教育の提供状況
満３歳から小学校就学前の幼児を保育し、健やかな成長のために適当な
環境を与えてその心身の発達を助長するための教育を提供する場として、
認定こども園、幼稚園（以下「認定こども園等」という。）が設けられてい
ます。
本市の教育利用児童数（認定こども園の教育機能・幼稚園を利用）を図2
－27に示しています。
認定こども園等では、地域の実態や保護者の要請により、通常の教育時
間の前後や長期休業中などに希望する者を対象に行う預かり保育などを
行っています。
認定こども園等については、施設型給付費や補助金による運営費の支援
を行うほか、新制度に移行していない幼稚園に通園する保護者に対しても
負担軽減を図っています。
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（図2－27） 教育利用児童数（各年度5月1日現在）

資料：鹿児島市幼稚園統計
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③　放課後児童健全育成事業の状況
核家族化の進展や、共働き家庭の増加と働き方の多様化など、子育てを
めぐる環境が大きく変化している状況の中、就労等により昼間保護者のい
ない家庭の小学校に就学する児童に対して、放課後等に適切な遊びや生活
の場を提供することで、保護者が安心して子どもを育て、仕事等との両立
が可能となるよう支援するとともに、これらの児童の健全育成を図ること
を目的として、児童クラブを設置しています。
共働き家庭の増加や、平成27年４月の児童福祉法一部改正で、対象児童
が小学校低学年（１年生〜３年生）から小学校に就学している児童に拡大
されたこと等により、利用児童数は年々増加しています。
本市では、これまで、待機児童の状況や未就学児の状況等を分析し、校
区ごとの利用希望の把握に努め、計画的かつ積極的に児童クラブの設置に
取り組み、待機児童の解消を図ってきました。
本市が設置する児童クラブは、令和元年５月１日現在で、市内全79校区
（うち１校区は休校）のうち72校区、163か所で、利用児童数は6,690人、待
機児童数は68人となっています。
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（図2－28） 児童クラブ利用児童数、待機児童数、児童クラブ数の推移
（各年度5月1日現在）

資料：市こども政策課



第
２
章

④　ファミリー・サポート・センター事業の状況
本市では、育児の援助を依頼する依頼会員、育児の援助を行う提供会員
及びどちらも可能な両方会員で組織されるファミリー・サポート・セン
ターを設置し、会員同士による育児の相互援助活動を実施しています。
同センターの会員数は、3,392人に達し、平成26年度以降年々増加してい
ます。
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（図2－29） 会員数及び活動件数及び30年度末会員内訳（各年3月31日現在）

資料：市こども政策課
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⑤　妊産婦健康相談の状況
母子健康手帳交付時に妊婦を把握し、妊娠中から乳幼児期までの一貫し
た母子保健対策を実施するため妊産婦健康相談及び歯科健診を行い、妊産
婦の健康教育・母子健康手帳の活用法などの周知に取り組んでいます。
本市の妊娠11週以内の届出の年次推移を、図2－30に表しました。本市で
は、平成2年度は39.4％でしたが、年々増加し平成29年度は91.4％です。母子
保健の出発点として、妊娠早期からの届出が望まれます。

⑥　妊婦健康診査の状況
妊婦健康診査では、妊娠中の定期健診の費用の一部を助成し受診を徹底
させることで、異常の早期発見・早期対応につながり、より安全な分娩と
健康な子どもの出生を図るように取り組んでいます。平成30年度の平均受
診回数は、12.6回でした。今後も異常の早期発見や早期対応につながる健診
は重要です。

39.4 45.4 

50.0 55.9 

84.3 88.6 

91.4 

48.4 
55.1 

58.4 
61.8 

84.4 89.1 

90.6 

52.4 
61.4 

68.6 

92.2 93.0 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

平成２年度 ７年度 １２年度 １７年度 ２２年度 ２７年度 ２９年度

（％）

市 県 国

35 36

（図2－30） 妊娠11週内の届け出率の年次推移

資料：母子保健の主なる統計、地域保健・健康増進事業報告、鹿児島県の母子保健、かごしま市の保健と福祉
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⑦　母子保健訪問指導、産後ケア事業の状況
妊産婦・未熟児・低出生体重児・新生児・乳幼児等を対象に保健師・助
産師などのほか、市から委託された地域の助産師などが訪問し、家庭環境
や住居の状態、経済状態、家族の協力状況などを把握し、個人にあった具
体的な保健指導を行っています。
また、平成８年度から産後の身体の回復や育児等に不安を持つ産婦が助
産施設へ一定期間入所し保健指導を受けられる産後ケア事業を実施してい
ます。
妊娠・出産・産じょく期の女性は、短い期間に心身に非常に大きな変化
が起こることに加え、生まれてくる子どもに、父親とともに愛情を注ぎ育
てるという長期にわたる責任を負うことになることから、この時期に子育
てに対する不安や負担感を軽減する取組を行うことは重要です。

⑧　乳幼児健康診査の状況
心身の発達・育児の上で最も大切な乳幼児期に異常を早期発見し、適切
な措置を講ずるため健康診査を実施しています。３か月、７か月及び１歳
児健康診査は、市内の医療機関に委託し、１歳６か月児、３歳児の健康診
査は、保健センターなどで実施しています。
乳幼児健康診査受診率の年次推移は、図2－31のとおりです。各健診の受
診率は概ね90％以上の間で推移しており、平成30年度は、３か月児99.1％、
７か月児95.8%、１歳児93.4%、１歳６か月児98.6%、３歳児98.2% となって
います。乳幼児期に異常を早期に発見し、早期治療や訓練が適切に行われ
るように、受診率の向上に努めていくことが必要です。
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（図2－31） 乳幼児健康診査受診率の年次推移

資料：かごしま市の保健と福祉
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⑨　乳幼児相談窓口の状況
発育、発達の気がかりや育児に関すること、保健福祉のサービス等、相
談場所の選択に迷うような問題に相談員が個別に対応しています。平成30
年度の相談件数は2,424件でした。今後も、様々な相談に応じるとともに、
情報提供を行っていきます。

⑩　特定不妊治療費の助成状況
不妊治療の経済的負担の軽減を図るために、医療保険が適用されていな
いことで高額な医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療（体外受精及び顕
微授精）に要する費用の一部を助成しています。平成30年度の助成件数は
776件でした。今後も、不妊に悩む方への支援を行っていきます。
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（図2－32） 乳幼児相談窓口相談件数

（図2－33） 特定不妊治療費助成状況

資料：かごしま市の保健と福祉

資料：かごしま市の保健と福祉
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⑪　乳幼児歯科健康診査、フッ素塗布の状況
１歳児歯科健診、２歳児・２歳６か月児・翌年度に小学校入学を控えた
幼児を対象にした歯科健診とフッ素塗布を医療機関に委託して実施してい
ます。また、保健センターなどで、１歳６か月児及び３歳児を対象に歯科
健診を実施しています。
３歳児のむし歯有病者率の推移は、図2－34のとおりです。本市の３歳児
のむし歯有病者率は、平成２年度頃までは、60 〜 70％で推移していましたが、
その後、乳幼児歯の健康づくり事業等の実施により減少傾向が続き、全国
平均に近づいています。
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（図2－34） ３歳児のむし歯有病者率の推移

資料：厚生労働省
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⑫　児童虐待の状況
児童虐待は、児童虐待の防止等に関する法律において、保護者による身
体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四つのタイプに定義され
ます。こうした児童虐待は、児童の心身の成長及び人格の形成に大きな影
響を与えるばかりではなく、児童が死に至るケースもあり、深刻な社会問
題となっています。
平成30年度の全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、図2
－35のとおり、159,850件で、統計を取り始めた平成２年度以来増加を続け、
15万件を超えました。
また、県の児童虐待相談件数及び児童虐待認定件数は、図2－36のとおり、
平成30年度は、相談件数が2,158件で、認定件数が1,519件となっています。
次に、本市の児童虐待相談件数及び認定件数は、図2－37のとおり、平成
30年度は、相談件数が883件で、認定件数が605件となっています。
こうした中、本市においては児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応
を目的とした様々な事業を実施しており、それらの施策を総合的に推進す
るとともに、関係機関との緊密な連携を図るため、要保護児童対策地域協
議会を設置し、児童虐待防止対策の充実を図っています。

73,802

88,931

103,286

122,575

133,778

159,850

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

（件）

39 40

（図2－35） 全国の児童虐待相談対応件数

資料：厚生労働省
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（図2－36） 鹿児島県児童虐待相談件数・認定件数

（図2－37） 本市児童虐待相談件数・認定件数

資料：県中央児童相談所

資料：県中央児童相談所、市こども福祉課
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⑬　女性相談の状況
女性相談室では、女性の身上や生活について相談・助言を行うとともに、
夫等からの暴力に関する相談・助言なども行っています。
また、男女共同参画センターの相談室では、女性の方を対象にした総合
相談と、法律や心理についての専門相談を行っています。
電話や来室での相談件数は、図2－38のとおりです。相談内容は、家庭問
題、離婚問題、経済問題、夫等からの暴力（ＤＶ）、施設入所などがあります。
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（図2－38） 女性相談への相談件数

資料：市男女共同参画推進課・市こども福祉課
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⑭　いじめ・不登校の状況
いじめの認知件数の推移は、図2－39のとおりです。
「いじめ」とは、「当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う
心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる
ものを含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感
じているもの」と定義し、学校では、保護者や地域等と連携しながら「い
じめは、どの学校でも、どの子どもにも起こり得る」という認識のもと、
早期発見・早期対応に努めています。
平成29年３月には、文部科学省が「いじめ防止等のための基本的な方針」
の見直しを行い、平成29年10月には、「鹿児島県いじめ防止基本方針」の改
定が行われました。
国、県の改定を踏まえ、「鹿児島市いじめ防止基本方針」を平成30年３月
に改定し、市・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携して、いじめ
問題の克服に向けて取り組むよう、いじめの防止等のための対策を総合的
かつ効果的に推進しています。

不登校（年間30日以上の欠席）の人数の推移は、図2－40のとおりです。
不登校とは、なんらかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・
背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあ
ること（ただし、病気や経済的な理由によるものを除く）をいいます。
不登校の人数は500人を超える数値で推移しており、本市において解決す
べき喫緊の課題です。
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（図2－39） いじめの認知件数の推移

資料：鹿児島市の教育
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本市では、教育相談室や適応指導教室を開設しているほか、学校や家庭に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、臨床心理相談員等
を派遣し、児童生徒や保護者への相談に応じるとともに、家庭環境の改善
も図っています。
また、各学校においては、未然防止や早期対応の取組の充実、定期的な
教育相談の設定、学校外の相談窓口の周知などにより、不登校の減少に向
けて取り組んでいます。

⑮　児童手当等の状況
児童を養育している家庭の生活の安定、児童の健全な育成及び資質の向
上を目的として児童手当を支給しています。
児童手当は、中学校修了前までの児童を養育している人に対して支給さ
れ、受給者数及び支給額の推移は図2－41のとおりです。
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（図2－40） 不登校（年間30日以上の欠席）の人数の推移

（図2－41） 児童手当の受給者数と支給額の推移

資料：鹿児島市の教育

資料：市こども福祉課
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児童扶養手当は、18歳以下の児童（中度以上の障害がある児童について
は、20歳未満まで）を養育するひとり親家庭等に対して支給され、受給者
数及び対象児童数は、図2－42のとおりです。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に重度又は中度の障害がある20歳未
満の児童を養育している人に対して支給され、受給者数及び対象児童数は、
図2－43のとおりです。

45 46

（図2－42） 児童扶養手当の受給者数と対象児童数の推移

（図2－43） 特別扶養手当の受給者数と対象児童数の推移

資料：市こども福祉課

資料：県鹿児島地域振興局
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本市独自の制度として、４月１日現在において、本市に引き続き１年以
上住所を有するひとり親家庭等で義務教育中の児童を養育している人に対
して市民福祉手当（遺児等修学手当）を支給しています。受給者数、対象
児童数及び支給額は、図2－44のとおりです。

⑯　児童医療等の状況
子どもの健康と健やかな育成を図るため、中学３年生までの子どもの保
護者に対し、保険診療による医療費の一部を助成しています。
こども医療費助成は、３歳未満児については、保険診療による自己負担
金全額を、３歳から中学３年生までの子どもについては、自己負担額から
１か月2,000円を控除した額（市町村民税非課税世帯を除く。）を助成してい
ます。
助成方法は、市町村民税非課税世帯の未就学児（母子・父子家庭の子ど
も及び、障害のある子どもを含む）は現物給付方式、その他の子どもは償
還払い方式となっています。（平成30年10月診療〜）
助成件数及び助成金額の推移は、図2－45のとおりです。

45 46

（図2－44） 遺児等就学手当の受給者数と対象児童数、支給額の推移

資料：市こども福祉課
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母子・父子家庭等医療費助成は、18歳以下の児童等を有するひとり親家
庭等の児童の健康と福祉の増進を図るため、保険診療による自己負担金全
額を助成しています。助成件数及び助成金額の推移は、図2－46のとおりで
す。
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（図2－45） こども医療費の助成件数と助成金額の推移

（図2－46） 母子・父子家庭等医療費の助成件数と助成金額の推移

資料：市こども福祉課

（平成25年8月に未就学児から小学校卒業まで、平成28年4月に中学校卒業まで支給対象を拡充）

資料：市こども福祉課
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⑰　障害のある子ども等への支援状況
育ちの弱さの見られる子どもに対する子育て支援では、早期発見、早期
対応により、一人一人の状態に応じた最も適切な支援を行うことが重要で
あり、その後の子どもの成長に、大きな影響を及ぼすと言われています。
現在、本市では、発達の遅れの早期発見や障害のある子どもに対する支
援として次のような事業を行っています。

・�「子どもすこやか安心ねっと事業」における乳幼児相談窓口の設置や、保
育所等への巡回支援、親子遊びや仲間づくりをとおして子どもの発達を
促す親子教室、医師等の専門家による「総合発達相談会」を行っています。

・�ことばの発達上指導の必要がある幼児とその保護者に対し、鹿児島市心
身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）で助言、指導、訓練などこと
ばの相談を行い、保護者と幼児が一体となって健やかなことばの発達が
図れるよう努めています。

・補装具や日常生活用具の給付を行っています。

・�児童発達支援として、障害のある未就学児に、日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行っており、
延利用者数は年々増加しています。
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（図2－47） 児童発達支援における延利用者数

資料：市障害福祉課
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・�放課後等デイサービスとして、障害のある就学児に、授業の終了後また
は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との
交流のための支援を行っており、延利用者数は年々増加しています。
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・�障害のある児童生徒一人一人の特別な教育的ニーズに応じた適切な教育
が行われるよう、望ましいと思われる就学先を判断するために、専門家
による就学教育相談を実施しています。

49 50

（図2－48） 放課後等デイサービスの延利用者数

（図2－49） 就学教育相談を受けた人数及び特別支援教育審議会判断件数

資料：市障害福祉課

資料：鹿児島市の教育
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・�知的障害や自閉症・情緒障害などのある児童生徒に対して、一人一人の
実態に応じたきめ細かな指導を特別支援学級で行っています。

・�通常の学級に在籍する言語障害や自閉症・情緒障害、難聴などがある児
童生徒に対して、障害の状態等に応じた指導を通級指導教室で受けられ
るようにしています。

・�学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）など、通常の学級に
在籍する特別な教育的支援が必要な子どもたちの実態を把握し、適切な
指導が行われるようにしています。

・�障害のある子どもを受け入れている私立保育園・私立幼稚園等が障害の
程度に応じた保育・教育を行った場合に、各保育所・幼稚園に対して助
成しています。

・�保育所等訪問支援として、障害のある子どもが通う保育所や小学校など
を支援者が訪問し、集団生活への適応のために支援するサービスを行っ
ており、延利用者数は年々増加しています。
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（図2－50） 保育所等訪問支援における延利用者数の推移

資料：市障害福祉課
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⑱　生活環境の整備状況
住宅や広場、公園などは、明るく楽しい家庭生活や、親子や子ども同士
のふれあいの場として大切なものであり、家族の絆の形成や子どもの心と
体の成長に大きな影響を与えるものです。
また、子どもや子育て家庭が安心して外出できるよう、子育てに配慮し
た施設の整備やバリアフリーへの対応などに加え、犯罪のない明るいまち
づくりに向けた取組や未就学児のけがや事故の約半数が家庭内で発生して
いることから、家庭内でのけがや事故を未然に防ぐための取組も重要です。
これらの観点から、現在、生活環境の整備のため、次のような事業を行っ
ています。

・�市営住宅の空家募集の際に、新婚・子育て世帯向けの別枠募集を行い、
子育て世帯の居住の安定確保を図っています。

・�市営住宅に、子育てに適した広さや設備等を備えた住宅として子育て仕
様住戸等を建設し、安心して子どもを生み育てることができる環境の整
備を図っています。

空家住戸 新築住戸 倍率

57 11 5.00

83 0 3.46

68 0 3.70

92 1 3.77

112 0 2.74

106 0 1.65

平成25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

51 52

（表2－9） 子育て世帯向住宅募集戸数と倍率

資料：市住宅課
注１）平成28年6月からは花野住宅ほか29住宅を「新婚・子育て世帯」向けとし、対象を拡充
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・�安心安全なまちづくりを進めるため、防犯に対する意識啓発や、防犯団
体の育成強化、防犯灯の設置の促進に取り組んでいます。
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・�セーフコミュニティ子どもの安全分野では、市内の保育園や幼稚園、ふ
れあい子育てサロン等において、保護者に対する家庭内での安全対策に
ついての情報発信や児童への安全教育など、子どもの事故やけがの予防
につながる活動の推進を図っています。
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（図2－51） 防犯教室の開催状況

（図2－52） セーフコミュニティ子どもの安全分野取組団体数

資料：市安心安全課

資料：市こども政策課
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⑹　子ども・子育ての地域資源
本市においては、多様な子ども・子育て支援施設の整備が進むとともに、
子ども・子育て支援の取組には、多くの市民やボランティアが参加していま
す。

№ 施設名 № 内容
1 幼稚園 26 か所 31 保育所等訪問支援事業所 35 事業所

2 保育所 118 か所 32 基幹相談支援センター 1 か所
3 認定こども園 49 か所 33 障害児相談支援事業所 41 事業所

4 認可外保育施設 115 か所 34 障害児入所施設 4 か所
（うち、事業所内保育所） 40 か所 35 市立小学校 79 校

5 病児・病後児保育施設 8 か所 36 国立、私立小学校 3 校
6 ショートステイ 10 か所 37 市立中学校 39 校
7 トワイライト 10 か所 38 国立、私立中学校 6 校
8 すこやか子育て交流館 1 か所 39 市立高校 3 校
9 親子つどいの広場 4 か所 40 県立高校 11 校
10 児童センター 3 か所 41 私立高校 9 校
11 地域子育て支援センター 9 か所 42 大学・短大・高専 6 校
12 ファミリー・サポート・センター 1 か所 43 特別支援学校 8 校
13 児童クラブ（公設民営） 153 か所 44 校区公民館 77 館
14 児童クラブ（民設民営） 26 か所 45 地域公民館 14 館
15 放課後子ども教室 60 教室 46 図書館(公営） 2 館
16 放課後等デイサービス 125 施設 47 科学館 1 館
17 小児科 83 施設 48 美術館（公営） 1 館
18 産婦人科（産科、婦人科含む） 49 施設 49 少年自然の家 1 か所
19 保健センター・保健福祉課 10 か所 50 給食センター 6 か所
20 子育て世代包括支援センター 5 か所 51 公園 677 か所
21 母子生活支援施設 4 か所 52 ちびっこ広場 95 か所
22 助産施設 2 か所 53 子育て世帯向け市営住宅募集戸数 106 戸
23 母子福祉センター 1 か所 54 地域福祉館（児童ルーム） 37 館
24 婦人保護施設 1 か所 55 文学館 1 館
25 児童心理治療施設 1 か所 56 メルヘン館 1 館
26 児童相談所 1 か所 57 子ども１１０番の家 1,005 か所
27 乳児院 2 か所 58 公共体育施設（市営） 24 か所
28 児童養護施設 5 か所 59 動物公園 1 か所
29 児童発達支援事業所 99 事業所 60 水族館 1 か所
30 居宅訪問型児童発達支援事業所 1 事業所 61 観光農業公園 1 か所

62 男女共同参画センター 1 か所

施設数等 施設数等

53 54

①　主な子ども・子育て支援施設等
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№ 内容 № 内容
1 子育てサークル *10 団体 31 読み聞かせボランティア 28 人
2 放課後児童支援員・補助員 *1,123 人 32 あいご主事 189 人
3 ファミリー・サポート・センター提供会員 796 人 33 スクールカウンセラー 14 人
4 子育てサポーター 282 人 34 教育相談室相談員 5 人
5 すこやか子育て交流館企画運営指導員 5 人 35 適応指導相談員 8 人
6 すこやか子育て交流館子育て支援員 14 人 36 学習支援員 5 人
7 にこにこ子育て応援隊 766 団体等 37 臨床心理相談員 5 人
8 セーフコミュティ子どもの安全取組団体 59 団体 38 スクールソーシャルワーカー 4 人
9 セーフコミュティ学校の安全取組校 126 校 39 ジュニアリーダークラブ 1 団
10 保育士・保育教諭・幼稚園教諭 *3,988 人 40 スクールガード等（学校安全ボランティア） 6,898 人
11 保育コーディネーター 4 か所 41 スクールガードリーダー 15 人
12 母子保健支援員 5 人 42 スポーツ推進委員 182 人
13 乳幼児巡回支援専門員 7 人 43 スポーツ少年団 298 団
14 小児慢性特定疾病支援員 1 人 44 町内会 *780 町内会

15 母子保健サポーター 571 人 45 地域コミュニティ協議会 *78 協議会

16 育児サークル 20 団体 46 サンエールかごしま託児サポーター 65 人
17 家庭児童相談員 3 人 47 安心安全教育指導員 4 人
18 婦人相談員 3 人 48 安心安全推進員 177 人
19 母子・父子自立支援員 6 人 49 地域安心安全推進指導員 4 人
20 民生委員・児童委員 1048 人 50 安心安全まちづくりアドバイザー 1 人
21 保護司 198 人 51 児童通学保護員 197 人
22 ふれあい子育てサロン 61 校区 52 防犯パトロール隊 345 団体
23 食育推進支援員 7 人 53 防犯団体連合会 3 団体
24 市立の学校教職員 *3,529 人 54 交通安全協会 3 団体
25 特別支援教育支援員 95 人 55 安心安全協力事業所 813 事業所

26 小学校PTA加入者数 *28,245 人
27 中学校PTA加入者数 *16,115 人
28 学校支援ボランティア 9,065 人
29 おやじの会 86 団体
30 図書館サポーター 15 人  

人数・団体数等 人数・団体数等

53 54

②　主な子ども・子育てに係る人的資源等

注）�各施設数・人数等の基準日は平成30年度末。基準日の数値を把握していない場合は、把握している基準日
直近の数値（*）を記載。
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№ 事業 項目 27年度(実績） 元年度
（実績見込み） 元年度(計画値）

量の見込み 8,455人 7,625人 8,128人

提供量 10,909人 10,199人 10,246人

確保方策 － － －

量の見込み 12,753人 13,944人 13,891人

提供量 12,415人 13,448人 13,849人

確保方策 423人 230人 210人

1 教育ニーズ

2 保育ニーズ

 

№ 事業 項目 27年度(実績） 元年度
（実績見込み） 元年度(計画値）

量の見込み 8,487人 8,190人 2,433人

確保方策 8,487人 8,190人 2,433人

量の見込み 5,477人 7,666人 7,179人

確保方策 5,063人 7,598人 7,179人

量の見込み 460人 521人 694人

確保方策 460人 521人 694人

量の見込み 7人 6人 11人

確保方策 7人 6人 11人

量の見込み 5,890人 5,123人 5,757人

確保方策 5,890人 5,123人 5,757人

2 放課後児童健全育成事業

3

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

子育て短期支援事業
（トワイライト）

4

新生児・妊産婦訪問指導
事業、こんにちは赤ちゃ
ん事業（乳児家庭全戸訪
問事業）

1 延長保育事業

 

⑺　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の取組状況

55 56

①　教育・保育施設の提供体制

②　地域子ども・子育て支援事業の提供体制
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№ 事業 項目 27年度(実績） 元年度
（実績見込み） 元年度(計画値）

量の見込み 436人 409人 409人

確保方策 436人 409人 409人

量の見込み 373,998人日 366,147人日 539,808人日

確保方策 426,000人日 511,000人日 540,000人日

量の見込み 184,440人日 366,725人日 290,386人日

確保方策 184,440人日 366,725人日 290,386人日

量の見込み 69,497人日 76,388人日 63,636人日

確保方策 69,497人日 76,388人日 63,636人日

量の見込み 8,024人日 9,718人日 10,960人日

確保方策 8,024人日 9,718人日 11,250人日

量の見込み 6,715人日 5,052人日 6,325人日

確保方策 6,715人日 5,052人日 6,325人日

量の見込み 68,069回 63,068回 67,899回

確保方策 68,069回 63,068回 67,899回

量の見込み 1か所 4か所 5か所

確保方策 1か所 4か所 5か所

量の見込み 4か所 4か所 4か所

確保方策 4か所 4か所 4か所

量の見込み 5か所 5か所 5か所

確保方策 5か所 5か所 5か所
14
利用者支援に関する事業
（利用者支援事業母子保
健型分）

11
妊婦健康診査・健康相談
事業（妊婦に対して健康
診査を実施する事業）

12
利用者支援に関する事業
（利用者支援事業基本型
分）

13
保育コーディネーター配
置事業（利用者支援事業
特定型分）

8
一時預かり事業
（その他）

9 病児・病後児保育事業（病児保育事業）

10
ファミリー・サポート・
センター事業（子育て援
助活動支援事業）

5 育児支援家庭訪問事業

6

すこやか子育て交流館管
理運営等事業、親子つど
いの広場運営事業、児童
センター運営事業、地域
子育て支援センター事業
（地域子育て支援拠点事
業）

7
一時預かり事業（幼稚園
在園児を対象とした一時
預かり）

 

55 56

注）単位：「人日」は、年間延べ利用人数
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⑻　第二期子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把
握のための調査結果（概要）

■調査の目的

　子ども・子育て支援給付や地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等を行
うための計画である「第二期鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」の策定に向け、
市民の子育てに関するニーズを把握し、計画づくりの基礎資料とするため実施した。

■調査区域

　鹿児島市全域

■調査期間

　平成30年11月14日から12月６日まで

■調査対象及び回収結果

対　象　者 配布数 回答数 回答率

① 小学校就学前児童の保護者 4,000人
3,022人 54.9％

② 小学校児童の保護者 1,500人

③ 母子健康手帳交付者（第一子のみ） 139人 133人 95.7％

合計 5,639人 3,155人 55.9％

57 58
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子どもの年齢について

配偶者の有無について

子どもの子育てを主に行っている人について（複数回答）

　０～５歳までの数が全体の70.7％を占めており、かつそれぞれの数が１0％程度であり、
大きな差はみられない。６～ 11歳の数は全体の24.4％である。

　「配偶者がいる」が94.1％であり、「配偶者はいない」は5.8％である。

　「父母ともに」行っているが55.2％と最も多く、次いで「主に母親」が46.0％である。

11.8 10.8 11.8 12.8 11.3 12.2 5.6 5.8 4.9 

2.9 

2.9 

2.3 

4.2 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳

5歳 6歳 7歳 8歳 9歳

10歳 11歳 未出生児 無回答

94.1 

5.8 

0.1 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

(%)

55.2 

46.0 

0.7 

3.0 

0.7 

0.4 

 0  10  20  30  40  50  60

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

(%)
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子どもを見てもらえる親族・知人について

父親・母親の現在の就労状況について

「緊急時もしくは用事の際にはみてもらえる人がいる」が６３．４％と最も多く、次いで
「日常的にみてもらえる人がいる」が21.3％、「みてもらえる人はいない」が14.2％であり、
日常的にみてもらえる状況は少ない。
預かってもらえる続柄では、「祖父母」が89.3％と最も多く、次いで「母親のきょうだい」
は21.0％と、親族にみてもらう割合が高い状況である。

　父親は「フルタイム」が97.0％と最も多く、母親も「フルタイム」が35.8％と最も多くなっ
ている。

21.3 

63.4 

14.2 

0.3 

0.8 

 0  10  20  30  40  50  60  70

日常的に、みてもらえる人がいる

緊急時もしくは用事の際には、

みてもらえる人がいる

みてもらえる人はいない

その他

無回答

(%)

89.3 

6.0 

21.0 

3.9 

6.6 

2.6 

0.5 
5.4 

 0  20  40  60  80  100

祖父母

父親のきょうだい

母親のきょうだい

その他の親族

友人・知人

近所の方

その他の方

無回答

(%)

97.0 

0.9 

0.7 

0.1 

1.4 

35.8 

31.9 

30.0 

1.4 

0.9 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

フルタイム

パート・アルバイト等

以前は就労していたが、

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

(%)

59 60
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子どもの定期的な教育・保育の事業の利用について

定期的な教育・保育の事業を「利用している」が69.2％で、「利用していない」は30.1％で
ある。
現在利用している教育・保育事業では、「認可保育所」が45.4％と最も多く、次いで「認定
こども園」が29.0％である。
今後利用希望する教育・保育事業では、「認可保育所」が46.9％と最も多く、次いで「認定
こども園」が44.3％である。

69.2 

30.1 

0.7 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

利用している

利用していない

無回答

(%)

18.1 

6.0 

45.4 

29.0 

0.0 

0.0 

3.5 

3.1 

0.0 

0.3 

4.2 

0.4 

40.0 

26.1 

46.9 

44.3 

5.7 

2.0 

6.1 

2.3 

2.4 

4.6 

1.5 

9.9 

 0  10  20  30  40  50

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(%)

現在利用している事業 今後利用したい事業
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■現在利用している及び今後利用希望する教育・保育事業（複数回答）
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長期休業中の幼稚園の事業の利用希望について

幼児教育が無償化された場合、「定期的に」利用したいと考える事業（複数回答）

「休みの期間中、週に数日利用したい」が44.0％で、次いで「利用する必要はない」が
29.0％であるが、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が22.9％であり、休みの期間中の利
用希望は合わせて66.9％と全体の７割弱である。

　「認可保育所」、「認定こども園」がともに44.6％と最も多く、次いで「幼稚園」が41.5％
である。

29.0 

22.9 

44.0 

4.1 

 0  10  20  30  40  50

利用する必要はない

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい

無回答

(%)

41.5 

30.4 

44.6 

44.6 

6.1 

2.5 

5.5 

2.9 

3.5 

17.5 

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認可外保育施設

居宅訪問型保育

無回答

(%)

61 62
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教育・保育事業を利用していない理由（複数回答）

「子どもがまだ小さいため何歳くらいになったら利用したいと考えている」が53.0％と最
も多く、次いで「利用する必要がない」が39.4％である。

■定期的な教育・保育の事業の利用を希望する子どもの年齢について
「子どもがまだ小さいため何歳くらいになったら利用したいと考えている」では、「３歳」
が38.7％と最も多く、次いで「１歳」が29.6％、「２歳」が14.0％と続く。

39.4 

3.8 

0.3 

12.1 

6.8 

0.7 

1.7 

53.0 

11.9 

3.4 

 0  20  40  60

利用する必要がない（教育や発達のため、

母親か父親が就労していないなどの理由）

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため何歳くらい

になったら利用したいと考えている

その他

無回答

(%)

2.2 

29.6 

14.0 

38.7 

6.7 

1.2 

0.2 

7.5 

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45

6か月

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

無回答

(%)
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小学校就学後の放課後の過ごさせたい場所について（複数回答）

誕生時の父母の育児休業取得の有無

小学校低学年では「自宅」が42.5％と最も多く、次いで「放課後児童クラブ」が42.3％で
ある。
小学校高学年では「自宅」が45.4％と最も多く、次いで「習い事」が39.2％である。

父親は「取得していない」が89.7％で、「取得した（取得中である）」は2.0％、「働いてい
なかった」が1.3％である。
母親は「働いていなかった」が47.6％で、「取得した（取得中である）」は36.4％である。

42.5 

8.6 

36.6 

2.4 

9.3 

42.3 

8.6 

45.4 

7.2 

39.2 

1.9 

6.6 

19.4 

6.6 

 0  10  20  30  40  50

自宅

祖父母宅や友人宅

習い事

児童館（児童センター）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

その他（公民館、公園など）

(%)

小学校低学年 小学校高学年

父親 母親

1.3 

2.0 

89.7 

7.0 

47.6 

36.4 

13.2 

2.8 

 0  20  40  60  80  100

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

(%)

63 64
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子どもが病気やケガで休んだ有無について

子どもが休んだ時の対処方法について（複数回答）

病児・病後児保育の希望について

幼稚園、保育園、小学校などを「休んだ」が76.5％で、「休まなかった」は15.0％である。

「母親が休んだ」が71.8％と最も多く、次いで「（同居者を含む）親族・知人に看てもらっ
た」が29.0％、「父親または母親のうち就労していない方が看た」が22.7％と続き、「父親が
休んだ」は16.6％である。

「利用したいと思わない」が64.9％で、「病児・病後児保育施設等を利用したい」が33.7％
である。

76.5 

15.0 

8.5 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

休んだ

休まなかった

無回答

(%)

16.6 

71.8 

29.0 

22.7 

6.9 

0.2 

0.1 

1.5 

0.9 

1.1 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に看てもらった

父親または母親のうち就労していない方が看た

病児・病後児保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番させた

その他

無回答

(%)

33.7 

64.9 

1.4 

 0  10  20  30  40  50  60  70

病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

(%)

63 64
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地域の子育て支援拠点事業の認知、利用の有無、希望について

認知度として「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」が86.5％と最も多く、次いで「親子
つどいの広場」が84.0％、「ふれあい子育てサロンなど」が74.1％と続く。
利用度では「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」が、64.9％と最も多く、次いで「親子
つどいの広場」が59.7％、「未就園児教室」が36.1％である。
今後利用したい施設・事業では、認知度と現在の利用度共に割合の高い「すこやか子育て交
流館（りぼんかん）」が57.3％と最も多く、次いで「親子つどいの広場」が55.0％である。

はい いいえ 無回答

26.5 

30.0 

12.6 

12.0 

30.4 

36.1 

33.7 

64.9 

59.7 

24.6 

7.5 

12.3 

3.8 

0.7 

14.9 

2.8 

4.8 

26.6 

2.3 

11.2 

6.2 

60.3 

57.1 

73.0 

73.2 

56.8 

51.7 

54.1 

25.9 

31.5 

62.5 

78.1 

73.9 

81.9 

84.8 

70.7 

82.5 

80.5 

59.3 

82.5 

75.1 

79.1 

13.2 

12.9 

14.4 

14.7 

12.8 

12.1 

12.3 

9.2 

8.8 

13.0 

14.4 

13.8 

14.3 

14.5 

14.4 

14.8 

14.7 

14.1 

15.2 

13.7 

14.7 

これまでに利用したことがある

12.5 

34.7 

28.2 

34.1 

40.5 

34.5 

36.0 

57.3 

55.0 

39.8 

16.9 

30.2 

24.7 

13.3 

15.9 

22.1 

19.2 

38.9 

8.9 

37.5 

21.7 

69.4 

48.1 

55.0 

48.5 

42.9 

48.5 

47.3 

26.5 

29.6 

43.6 

65.9 

52.6 

58.4 

69.7 

66.7 

60.6 

63.3 

44.0 

73.5 

46.4 

60.5 

18.1 

17.2 

16.8 

17.4 

16.6 

16.9 

16.7 

16.2 

15.4 

16.5 

17.1 

17.2 

16.9 

17.0 

17.4 

17.3 

17.5 

17.1 

17.6 

16.1 

17.8 

今後利用したい

63.7 

73.0 

45.1 

48.5 

58.1 

65.0 

74.1 

86.5 

84.0 

50.0 

23.2 

50.4 

47.1 

20.2 

37.1 

25.0 

15.0 

62.9 

17.1 

62.5 

19.4 

27.6 

18.7 

46.3 

42.6 

32.9 

25.7 

16.6 

3.8 

7.0 

41.3 

68.3 

40.7 

45.0 

71.7 

54.2 

66.8 

76.6 

29.1 

74.5 

29.5 

72.7 

8.7 

8.3 

8.6 

8.9 

9.1 

9.4 

9.3 

9.6 

8.9 

8.6 

8.5 

8.8 

7.9 

8.1 

8.7 

8.2 

8.4 

8.0 

8.4 

8.0 

8.0 

①母親・父親になるための準備教室

②保健センターの情報・相談事業

③各地域公民館での家庭教育講座

④教育相談

⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放

⑥未就園児教室

⑦ふれあい子育てサロンなど

⑧すこやか子育て交流館

（りぼんかん）

⑨親子つどいの広場（なかまっち、

たにっこりん、なかよしの、いしきらら）

⑩地域福祉館の児童ルーム

⑪児童センター

（城南、三和、郡山）

⑫地域子育て支援センター

⑬ファミリー・サポート・センター

⑭子育て短期支援事業

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾄﾜｲﾗｲﾄ）

⑮育児支援家庭訪問事業

⑯こどもと家庭の相談室（市役所に

ある児童についての悩み相談室）

⑰保育コーディネーター

⑱かごしま市子育てガイド

⑲ひとり親家庭等ガイドブック

⑳病児・病後児保育事業

（病気回復期の保育）

㉑夢すくすくネット

知っている

65


